熊本地震10年普及・啓発業務委託　業者選定委員会審査基準別紙３


熊本地震10年普及・啓発業務委託業者選定委員会の審査基準に関し、以下のとおり定めるものとする。

１　審査方法
(1)　 「熊本地震10年普及・啓発業務委託」　業者選定委員会設置要綱に基づく、熊本地震10年普及・啓発業務委託に係る業者選定委員会（以下「委員会」という。）において、審査を行う。
(2)　審査方法は、審査項目ごとの評価点数の合計点数を競う「プロポーザル方式」により行う。

２　審査の手順
(1)　企画提案書受付時に熊本市広報課（以下「事務局」という。）にて提示金額が提案上限額以内であるかを確認する。提示金額が提案上限額を超えている場合には、その企画提案書は審査から除外する。
(2)　委員会の委員（以下「委員」という。）及び事務局は提出の記載内容を事前に確認する。
(3)　審査では委員会にて、提案者からのヒアリングを原則実施する。
※ やむを得ない事情により、対面によるヒアリングは実施せず、オンラインによるヒアリングや選定委員による企画提案書等の書類審査のみを実施する可能性もある。
※ 参加者多数の場合は、書類審査を実施する場合がある。
※ 最終的な審査実施方法については、別途通知する。
(4)　委員会は、「（別表）審査項目」に示した項目ごとに評価する。
(5)　事務局は、(4)において各委員が評価した点数を合計し、全委員の合計点数を提案者の得点とする。

３　受託候補者の選定
(1)　審査の結果、合計点数の最も高い提案者を候補者として選定する。
[bookmark: _Hlk175300708](2)　複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「企画提案」の合計点数が高い者を上位とする。「企画提案内容」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。
(3)　いずれの提案も合計点数が６割に満たない場合には、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。



[bookmark: _Hlk175228096][bookmark: _Hlk175299903]

（別表）審査項目

	項目
	評価の基準
	配点

	企画提案内容
	実施方針
	基本仕様書の内容を十分に理解し、本業務の目的達成に寄与できるような提案となっているか。 
	10

	
	企画提案
	広告のデザイン案について、業務の目的を達成するにあたって、訴求力が高いデザインになっているか。
	20

	
	
	広告の内容について、本業務の目的を達成するために有効な媒体、期間等が提案されているか。
	20

	
	
	提案された広告の予算配分について、広報効果が最大となるよう効率的な配分になっているか。
	10

	
	自由提案
	本業務の目的を達成するために効果的な独自の企画や提案がなされているか。
なお、提案がない場合、本項目は０点とする。
	10

	
	業務経費
	配点×（提案者のうち最低価格÷提案者の提案価格）　
※少数点第2位以下切り捨て
	10

	業務遂行能力
	業務遂行能力
	本業務を遂行する上で、必要な人材や経験を有する責任者をきちんと配置するなど、業務を確実に履行できる体制が確保されているか。
	10

	
	
	類似業務の実績があるなど、本業務を遂行する上で有益となる過去の類似業務等の実績を有しているかどうか。
	５

	
	スケジュール 

	基本仕様書の内容を踏まえ、各業務の準備段階
を含めたタスク管理が適切に行われ、無理なく効
果的に実施が可能なスケジュールとなっているか
どうか。
	5

	合計
	100




